
○浅口市市有施設に設置する清涼飲料水等自動販売機に関する要綱 

平成30年11月８日 

告示第150号 

(趣旨) 

第１条 浅口市(以下「市」という。)の所有に属する行政財産(以下「市有施設」

という。)に許可を受けて設置する清涼飲料水等自動販売機(以下「自販機」と

いう。)の設置及びその販売については、浅口市財務規則(平成18年浅口市規則

第47号。以下「規則」という。)及び浅口市行政財産使用料徴収条例(平成19年

浅口市条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この告示の定

めるところによる。 

(定義) 

第２条 この告示において「自販機設置事業者」とは、規則第219条第１項の規定

による行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)を受け、かつ、

市と締結する自販機による販売に関する契約(以下「自販機契約」という。)に

基づき、市有施設に自販機を設置し、その自販機により清涼飲料水等を自らの

責任において販売する者をいう。 

(売上納付金の額) 

第３条 自販機契約に定める納付金(以下「売上納付金」という。)の額は、自販

機ごとの売上実績額(各商品の販売価格(消費税及び地方消費税を含む。)に販

売本数を乗じて得た額の合計額)に当該自販機の納付率を乗じて得た額とする。

ただし、その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 

２ 前項の納付率は、市の予定する率を下限として、自販機の設置場所、販売種

類及び売上額を考慮して自販機設置事業者及び市が自販機契約により定めるも

のとする。 

(売上納付金の納付方法等) 

第４条 自販機設置事業者は、市長が別に指定する期日までに、自販機ごとの毎

月の各商品の販売本数及び売上実績額について、書面により市長に報告しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、売上納付金の額を決定し、

自販機設置事業者に請求するものとする。 

３ 前項の規定による請求を受けた自販機設置事業者は、市長の指定する期日ま

でに売上納付金を納付しなければならない。 

４ 自販機設置事業者は、市長が第１項に規定する各商品の販売本数及び売上実

績額の算定根拠となる数値、資料等の提示又は確認を申し出た場合は、速やか

にこれに応じなければならない。 

(選定方法) 



第５条 自販機設置事業者の選定は、原則として制限付一般競争入札によるもの

とする。 

２ 前項の規定による入札(次条及び第12条第２項において「入札」という。)の

実施に関し、必要な事項は、別に定める。 

(使用許可の申請及び使用料の納付) 

第６条 入札により選定された者は、年度ごとに市長が別に指定する期日までに、

自販機を設置しようとする市有施設について、規則の規定に基づく使用許可を

受け、条例の規定に基づく使用料の納付を適正に行わなければならない。 

(自販機契約期間) 

第７条 自販機契約期間は、５年以内とし、更新は行わないものとする。 

(自販機契約条件) 

第８条 市長は、自販機契約を締結する際には、次に掲げる条件を付するものと

する。 

(1) 自販機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等一切の費用については、

自販機設置業者が負担すること。 

(2) 設置した自販機に係る電気使用料は、自販機設置事業者が負担することと

し、市長の指定する期日までに納付しなければならないこと。この場合にお

いて、当該電気使用料の算定は、自販機設置事業者が当該自販機に設置した

計量機器(子メーター)により行うものとする。 

(3) 使用を許可した市有施設(以下「使用許可施設」という。)を自販機の設置

場所とする用途(以下「指定用途」という。)以外の用に供してはならないこ

と。 

(4) 自販機契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は

請負させてはならないこと。ただし、あらかじめ市長の承諾を得たときはこ

の限りでない。 

(5) 使用許可施設の原状を変更してはならないこと。ただし、あらかじめ市長

の書面による承諾を得たときはこの限りでない。 

(6) 自販機契約により生じる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲

渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならないこと。た

だし、あらかじめ市長の書面による承諾を得たときはこの限りでない。 

(7) 使用許可施設を指定用途に供するに当たり、次に掲げる事項を遵守するこ

と。 

ア 環境負荷を低減した自販機の設置に努めること。 

イ 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自販機

の維持管理を適切に行うこと。 

ウ 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自販機、



回収ボックス及び自販機周辺を清潔に保ち、市有施設等の美化推進に協力

すること。 

エ 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な

場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 

オ 自販機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設

置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 

カ 自販機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自販機

の前面に明記し、自販機設置事業者の責任において迅速に対応すること。 

(延滞金) 

第９条 市長は、自販機設置事業者が第４条第３項の期日までに売上納付金を納

付しない場合又は前条第２号の期日までに電気料金を納付しない場合は、当該

期日の翌日から納付をする日までの日数に応じ、当該未納金額に政府契約の支

払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第８条第１項に規定する率

を乗じて計算した金額(１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た額)を延滞金として徴収する。 

(実地調査等) 

第10条 市長は、自販機契約に係る期間中、定期又は随時に自販機の設置に係る

実地調査をし、契約に基づく自販機設置事業者の義務の履行について確認する

ものとする。 

(違反の是正・改善要求) 

第11条 市長は、前条の規定による確認の結果、契約に違反し、義務の履行がな

されていないことが判明したときは、相当の期間を定めて違反の是正又は改善

を求めるものとする。 

(自販機契約の解除) 

第12条 市長は、自販機設置事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、自

販機契約を解除するものとする。 

(1) 前条に規定する期間内に違反の是正又は改善が履行されないとき。 

(2) 第４条第４項の規定による市長の申出に応じず、又は第10条の実地調査を

拒否したとき。 

(3) 第４条第３項の規定に違反して売上納付金の納付又は第８条第２号の規

定に違反して電気使用料の納付を６箇月以上遅延したとき。 

(4) 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡り処分又は銀行取引停止処分

を受けたとき。 

(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又

は公租公課の滞納処分を受けたとき。 

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったと



き又は清算手続に入ったとき。 

(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議

をし、又は事実上営業を停止したとき。 

(8) 自販機設置事業者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等(自販機設置事業者が個人である場合にはその者を、自販機設置

事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時販売業

務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が

暴力団員(浅口市暴力団排除条例(平成23年浅口市条例第25号。以下「排除

条例」という。)第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下この号にお

いて同じ。)であると認められるとき。 

イ 暴力団(排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この号に

おいて同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる

とき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認

められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手

方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約

を締結したと認められるとき。 

キ 自販機設置事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約

又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに

該当する場合を除く。)に、市長が自販機設置事業者に対して当該契約の解

除を求め、自販機設置事業者がこれに従わなかったとき。 

(9) その他自販機契約に定める義務を履行しないとき。 

(10) 使用許可を受けることができないとき、又は取り消されたとき。 

２ 前項第１号から第９号までの規定により契約を解除された自販機設置事業者

は、当該解除の事実があった日から起算して６箇月を経過するまでの間、入札

に参加することができない。 

３ 第１項の規定による自販機契約の解除により、自販機設置事業者に損害が生

じても、市は、その責めを負わない。 

(物件の返還及び原状回復義務) 



第13条 自販機設置事業者は、自販機契約期間が満了したとき又は自販機契約が

解除若しくは解約されたときは、自販機契約の終了の日(市長が特に指定する場

合を除く。)までに、自販機設置事業者の費用をもって使用許可施設を原状に回

復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを

要しないと認めたときはこの限りでない。 

２ 自販機設置事業者が使用許可施設を原状に回復しないときは、市長が、原状

に回復し、それに要した費用を自販機設置事業者から徴収することができる。 

(その他) 

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 


